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益城町ファミリー・サポート・センター事業運営業務委託仕様書 

 

１ 益城町ファミリー・サポート・センターとは 

（１）目的 

本事業は、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者により

構成される会員相互間の援助活動を支援する益城町ファミリー・サポート・センタ

ー事業（以下、「事業」という。）を実施することにより、地域での子育て支援の基

盤形成、仕事と育児の両立支援に資するとともに、児童の健全育成を図ることを目

的とする。 

 

 （２）事業の対象 

    ア 依頼会員 益城町に居住する、又は勤務している者で、生後３か月から小学校

６年生までの子どもがいる者。 

 

    イ 協力会員 益城町に居住する子育ての経験があり、概ね７０歳までの健康な者。 

           ただし、保育士又は看護師の資格を有する者及びファミリー・サポ 

ート・センター事務局（以下、「事務局」という。）が認める者につ

いてはこの限りでない。 

 

    ウ 両方会員 依頼会員及び協力会員を兼ねる者。 

 

 （３）事務局の開設日数 

    週５日（月曜日から金曜日まで。）開設する。 

（ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。） 

 

 （４）事務局の開設時間 

    原則として、午前９時３０分から午後４時００分までとする。 

 

（５）援助活動対応時間 

   午前６時から午後１０時までの間において、必要と認められた時間とし、原則とし

て対象児童の宿泊は行わない。 

 

２ 業務内容 

 受託する団体は、益城町が定める益城町ファミリー・サポート・センター事業実施要項 

 （以下、「要項」という。）に従い、次の業務を行うこととする。 

（１）会員の募集、登録その他の会員組織業務等 

会員の増員のため、事業内容の周知や、会員募集のため、様々な媒体を活用し広報
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に努めること。広報の手段については、町との十分な協議のうえ行うこと。 

会員登録の際には、本事業の目的や会則等を十分に説明して、理解を得ること。 

 

（２）会員の相互援助活動の調整、把握等 

協力会員の円滑な支援の実施に応えられるよう、適切な協力会員の手配を行う。 

事前打ち合わせにおいて、その内容等に不明な点がないよう指導、確認を行い、協

力会員の円滑な支援が実施できるよう努めること。 

 

 （３）講習会や交流会等 

会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催や、会員同士の交 

流を深め情報交換の場を提供するための交流会の開催を実施すること。 

    相互援助活動に必要な会員講習会、会員の交流会、フォローアップ研修等の開催に 

    あたっては、新たな企画等を創出するため、町との十分な協議のうえ行うものとす

る。また、情報交換や研修の場として、多くの会員が参加できるよう努めること。 

 

（４）援助活動に係る指導及び相談 

業務を遂行する上で、要項等を遵守し、活動内容の把握、確認及び指導に努めるこ

と。 

会員の相談等には、積極的に関わり、適切なアドバイスを行うこと。 

また、会員に周知する必要のある場合は、適宜有効な媒体等を用い、情報提供を行

うこと。 

  

（５）事業の広報 

全会員に情報提供等を行うこと。 

会員以外にもファミリー・サポート・センターの役割等広く広報を行うこと。 

広報等で、事務局が発行する印刷物については、作成及び発行前に町と協議するも

のとする。 

 

 （６）関係機関との連絡調整 

    こども未来課の他、各関係機関との連絡調整を行い、円滑な事業運営に努めること。 

 

 （７）前各号に定めるもののほか、事業の目的を達成するために必要なこと。 

 

３ 本事業を受託する団体に求めること 

  受託する団体は、事業を実施するにあたり、次の内容について留意すること。 

（１）受託する団体の条件 

   受託する団体が次に該当すると認められる場合は、事業の委託契約の取り消しを 

行う。 

   ア 政治的若しくは、宗教的活動に使用し、又はその恐れがある場合 
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   イ 営利を図る目的で事業を行い、又はその恐れがある場合 

 

   ウ 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はその恐れがある場合 

 

   エ 知り得た会員及びその家族に関する秘密を漏らす、又はその恐れがある場合 

 

   オ アからエに掲げる事項のほか、ファミリー・サポート・センターの目的に反する

行為を行い、又はその恐れがある場合 

 

   カ 地方税（県民税、事業税及び事業所がある市町村民税）に滞納がある場合 

 

 （２）事業計画書の作成 

    事業のニーズは年々高まる傾向にあり、益城町としては「ファミリー・サポート・ 

センター」を子育て支援の重要施策として位置づけている。 

ファミリー・サポート・センターの設置目的及びその趣旨に沿った事業計画書を毎

年作成し提出すること。 

 

（３）適切な運営 

    事業を計画し、実際に業務を実施する際には、事業経費の大半が税金等、住民の負

担によって成り立っていることを十分認識し、事業には経費がどの程度要し、その

経費に対して見合った結果が出ているかを考え、さらに効率よく事業を行う方法を

日頃から検討するものとする。 

 

 （４）地域との連携 

    地域の特色を鑑みて、地域住民、ボランティア、保育所・幼稚園、小・中学校等身

近な地域の関係団体との連携を重視すること。 

 

 （５）事業の公平性 

   ア 公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等 

に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

 

   イ 町及び関係機関と連携を図った運営を行うこと。 

 

ウ 業務を一括して第三者に委託または請け負わせてはならない。 

 

（６）利用者からのニーズ等への対応 

利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めること。 
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（７）児童虐待の予防・早期発見 

業務を実施する際には、児童虐待の予防や早期発見に努め、児童虐待を発見した際

には、こども未来課子育て支援係まで速やかに連絡するとともに、適切な処置を行

うこと。 

 

 （８）利用実績について 

    利用実績が、過去の会員数を著しく下回わらないように提出された計画の目標に基

づき適切な運営を行うこと。 

 

    ※過去４年間の実績 

      

 

     

 

 

 

４ 事務局の場所について 

 （１）２０２３年４月１日から２０２５年３月３１日まで（予定） 

益城町大字木山２３６ 交流情報センター体験学習施設 みんなの家 

専有面積 ９４．４０㎡ 

 （２）２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで（予定） 

    益城町大字木山５９４ 益城町複合施設（仮称） 

    専有面積 施設管理者及び利用者と共有 

 

５ 委託期間 

    ２０２３年４月１日から２０２６年３月３１日までとする。（３年間） 

  

６ 相互援助活動 

 （１）内容 

   ①依頼会員が社会参加するとき等に、子どもを預かること。 

   ②保育施設等の保育開始時まで、又は保育終了後子どもを預かること。 

   ③学校の放課後、子どもを預かること。 

   ④保育施設等まで子どもの送迎を行うこと。 

   ⑤その他育児の援助が必要なときに、子どもを預かること。 

 

 （２）預かり場所 

   子どもを預かる場所は、会員の自宅、地域子育て支援拠点等、子どもの安全が確保で

きる場所とし、会員間の合意により決定すること。 

なお、ファミリー・サポート・センターが借り上げた施設における預かりも可能とす

 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 

依頼会員 ４２５ ４２８ ４１４ ４０１ 

協力会員 ５３ ４８ ５０ ４６ 

両方会員 ５２ ５８ ５６ ４７ 

合計 ５３０ ５３４ ５２０ ５０４ 
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るが、当該施設の賃借料や備品購入等に係る経費は、委託料に含めることはできない。 

   また、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）実施要綱（平

成２６年５月２９日雇児発 0529 第 17 号）に定める、別添１及び２を参考として、

協力会員または両方会員が日頃から注意すべきポイントをチェックリスト形式でま

とめたリストを作成し、これを活用して、預かり場所の定期的な安全点検を行い、子

どもの事故を防ぐ上での対応が十分でない点を明らかにして改善すること。 

 

 （３）実施 

   ①事前に事務局で申込みのうえ、会員講習会を受講してもらう。 

 

   ②利用する際は、依頼会員が事務局に連絡・依頼し、アドバイザーが援助の内容、日

時等確認のうえ、依頼内容に相応しい、協力会員と調整し、依頼会員に紹介する。 

 

   ③依頼会員は、紹介された協力会員と援助の内容、日時及び方法等について事前に打

ち合わせを行う。 

 

   ④協力会員は、援助活動実施後、活動の記録を報告書に記入し、依頼会員の確認のう

え、事務局に速やかに提出しなければならない。 

 

７ 援助活動の報酬等の基準 

   援助活動に対する報酬等に関する基準は、要項に定めるものとする。 

 

８ 会員講習会、交流会等について 

   会員講習会、交流会等の開催などは業務の必要性に応じて、適切な場所で行うものと

する。 

   なお、協力会員への講習については、２０２６年３月３１日までに年２４時間以上を

実施すること。 

   また、実施については、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター

事業）実施要綱（平成２６年５月２９日雇児発 0529第 17号）を参照とすること。 

 

９ 施設のスタッフ配置について 

  基本的な職員配置は次のとおりとする。 

なお、受託者は労働関係法規、特に男女雇用機会均等法や労働安全衛生法の趣旨をよく 

理解し、スタッフの職場環境を良好かつ安全になるよう努めること。 

 

（１）アドバイザーを常時１名以上（非常勤可）配置すること。 

アドバイザーは、育児について十分な経験を有した者を充て、氏名、資格等を町に

報告すること。 

なお、アドバイザーを変更した場合も、速やかに町に報告すること。 
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 （２）アドバイザーは、次の業務を行う。 

   ①ファミリー・サポート・センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。 

   ②会員の募集及び登録に関すること。 

   ③会員の入会時講習会の実施に関すること。 

   ④会員の統括に関すること。 

   ⑤会員の相互援助活動の調整に関すること。 

   ⑥会員の講習会、交流会等の実施に関すること。 

   ⑦会員間のトラブルへの助言に関すること。 

   ⑧広報誌等の発行に関すること。 

   ⑨その他事業の運営に関する事務。 

 

（２）事業責任者を１名以上配置すること。 

事業全体を管理運営する責任者となるが、専任職である必要はない。 

 

１０ 利用者の安全確保について 

   利用者の安全確保については、次のことに留意し、事業を実施すること。 

 （１）援助活動中の子どもの急な発熱など緊急な場合、その対応方法についてマニュアル

を整備し、アドバイザー間で十分な対応を講じておくとともに、警察や消防、町と

の迅速な連絡対応ができるようにしておくこと。万が一、援助活動中に事故があっ

た場合は、医療機関への搬送、利用者の家族等への連絡を速やかにかつ誠意をもっ

て対応するとともにこども未来課子育て支援係に報告すること。 

 

（２）受託した団体は、援助活動中に生じた事故等に対応するため、一般財団法人女性労

働協会が取り扱うファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとし、

当該保険料は、委託料から支払うものとする。 

 

１１ 施設、設備及び備品等の管理について 

 （１）施設、設備及び備品等の適切な維持管理に努めること。 

    なお、建物修繕に関する費用については、受託する団体の責めに帰すべき事由によ 

り必要となる修繕経費を除き、町が負担する。 

また、委託料により購入した備品の所有権は町に帰属するものとする。 

    町が所有している備品は別表の備品リストのとおり 

 

 （２）利用者による施設、設備及び備品等のき損または滅失にかかる軽微な修繕等につい     

    ては、受託する団体が委託料の範囲内で行うこと。明らかに利用者の故意または重  

大な過失に基づくき損で、利用者に対し損害賠償を求めるべきと判断される場合に

は、町と受託する団体で別途協議すること。 
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 （３）委託料以外で受託者が調達、導入を行った備品等については、適切に管理・使用し、

契約期間終了後は、受託者の責任において処分を行うこと。 

 

１２ 業務の引継ぎについて 

 （１）契約期間が終了したとき又は契約を解除されたときは、現受託者は交流情報センタ

ー体験学習施設 みんなの家または２０２５年度から開設予定の益城町複合施設

（仮称）を契約期間開始前の状態に復して次期受託者又は町に業務を引継ぐことす

る。（必要なデータ等（管理する SNS関係を含む）の提出も含む。） 

 （２）現受託者は業務を引継ぐ際、運用手順書等の報告書を作成するとともに、本委託業

務を行う上で作成したマニュアル等の引継ぎ資料を添え、その一式を電子データと

してまとめ、こども未来課子育て支援係へ提出し内容を説明することとする。（提

出された電子データについては、契約期間終了後も引き続き町で継続使用する。） 

 

 

１３ 個人情報保護について 

 （１）本事業の適切な管理運営のため、別記「益城町個人情報取扱特記事項」を遵守する 

こと。 

 

 （２）個人情報の管理について、十分注意するとともに、職員に周知・徹底を図ること。 

 

１４ その他 

 （１）非常災害、事故等の緊急事態発生時は、直ちにこども未来課子育て支援係に報告す

ること。 

 

 （２）水道料、電気料、警備料及び通信費は委託料から支払うものとする。 

また、その他事業運営に必要な経費は、受託する団体が負担する。 

    なお、必要経費等について疑義が生じた場合は、町と受託する団体が協議して決定

する。  

    ただし、２０２５年度から開設予定の益城町複合施設（仮称）の水道料、電気料、

警備料及び通信費、その他事業運営に必要な経費（移設費）等は、町と受託する団

体が協議して決定するものとする。 

 

（３）文書類の管理については、内容ごとに保存期間を定め適切に保管すること。 

 

 （４）他の地方公共団体の職員等による本事業の視察、見学等については、原則として町 

が対応する。 

 

 （５）緊急時に対応ができるよう体制を整えること。 
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１５ 経理管理業務について 

 （１）事業計画書等の作成 

    受託した団体は、毎年度当初に事業計画書を作成し、こども未来課子育て支援係に 

提出すること。 

 

 （２）事業報告書の作成 

    会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとし、毎年４月５日までに前年度の事 

業の報告を行うこと。 

 

 （３）経理管理 

    受託した団体は、事業計画書に準じて、委託料の使途を決定するとともに、領収書 

    等貼り付けし、帳簿等の管理を適切に行うこと。 

 

１６ 業務報告 

 （１）町は、受託する団体に対し、その管理の業務及び経理の状況等に関して定期にまた  

は必要に応じて報告を求めることができる。 

 

 （２）業務報告の内容に基づき、受託した団体の業務内容に改善が必要と認める場合は、 

町は実地に調査し、または必要な指示を行うことができる。 

 

 （３）町の指示に従わない、または業務に改善が見られないと認めた場合は、町は委託を 

取り消すことができる。 

 

１７ 協議 

   この仕様書に規定するもののほか、業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は 

町と受託した団体が協議して決定する。 

 

１８ 留意事項 

   本事業に係る予算が可決成立しない場合は、本事業は実施しませんので、予めご承知 

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ この契約による業務（以下「本業務」という。）の受託者（以下「乙」という。）は、

益城町個人情報保護条例（平成１４年３月１９日益城町条例第９号）に基づき、個人情報

の重要性を認識し、本業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利

利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とす

る。 

 （業務従事者への周知） 

第３ 乙は、本業務に従事するものに対し、在職中及び退職後においても本業務に関して知

り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないなど、個

人情報の保護に関する法律の趣旨に照らして、個人情報の保護に関して必要な事項を周知

しなければならない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 乙は、本業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （収集の制限） 

第５ 乙は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、本業務を処理するために

必要な最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （個人情報の目的外の利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、益城町（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関

して知り得た個人情報を、本業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供しては

ならない。 

 （複写等の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務を処理するために甲から貸与され

た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止） 

第８ 乙は、本業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があると

きを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

 （資料等の返還等） 

第９ 乙は、本業務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すもの

とする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

 （事故発生時における報告） 

第１０ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある
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ことを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。なお、この契約

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１１ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

注 個人情報を取り扱う事務の委託の実態に即して、適宜、必要な事項を追加し、又は不要 

な事項を省略するものとする。 


